
小佐野記念財団助成金交付要綱

（目的）

第１条 この要綱は、山梨県の国際化の進展を図るため、助成対象事業者（第３条

に規定。）が実施する事業に対して、財団法人小佐野記念財団（以下「財団」

という。）が助成金を交付するのに必要な事項を定めることを目的とする。

（対象事業）

第２条 助成の対象となる事業は、助成対象事業者が主体となって実施または参加

する国際交流にかかる事業であり、山梨県の国際化の進展に資すると認め

られるものとする。ただし、助成対象事業者が継続的に実施する同一事業

については助成を受けた翌年度は対象外とする。

（助成対象事業者）

第３条　助成対象事業者（以下「事業者」という。）は、山梨県内において非営利の

国際交流活動（政治的もしくは宗教的な内容を除く。）を行う個人または団

体とする。

（対象経費）

第４条　助成対象経費（以下「対象経費」という。）は、第２条に掲げる事業を実施

するために必要な経費とする。

（助成額）

第５条　助成額は対象経費の２分の１以内とするが、１事業者につき１０万円を限

度とする。ただし、当該事業が広く県民を対象とし財団法人小佐野記念財

団理事長（以下「理事長」という。）が特に必要と認める場合はこの限りで

ない。

（交付申請）

第６条　事業者は助成金の交付を受けようとするときは、助成金交付申請書（様式

１）に事業計画書（様式２）、助成対象事業にかかる収支予算書（様式３）

及びその他の参考資料を添えて、交付申請期限までに理事長に提出しなけ

ればならない。

（申請期間）

第７条　前条に規定する助成金の交付申請は事業実施前年度の３月１日から事業実

施の１ヶ月前までとする。

（交付決定）

第８条　理事長は、事業者から前条の規定による申請書の提出があったときは内容

を審査し、適当と認めたときは助成金の交付を決定し、速やかに助成金交

付決定通知書（様式４）を事業者に交付するものとする。



（概算払）

第９条　理事長は、助成金の交付を決定した場合において必要あるときは、概算払

いにより助成金を交付することができる。

２　前項の場合においては、事業者は助成金概算払請求書（様式５）を理事長

に提出しなければならない。

（実績報告書）

第 10 条　事業者は助成金の交付決定を受けたときは、交付決定を受けた年度の終了

する日の１週間前までに、助成金実績報告書（様式６）に事業報告書（様

式７）、収支決算書（様式８）及び参考資料等を添えて、理事長に提出しな

ければならない。

（額の確定）

第 11 条 理事長は、前条の報告を受けた場合は実績報告書の審査を行い、助成金の

交付決定の内容に適合すると認めたときは、交付すべき助成金の額を確定

し、事業者に通知するものとする。

（調査）

第 12 条 理事長は、助成対象事業について、必要に応じて調査することができる。

（助成金の返還）

第 13 条　理事長は、この助成金の交付決定を受けた事業者が、次の各号のいずれか

一つに該当するときは、助成金の交付決定を取り消し、又は既に交付した

助成金の全部若しくは一部を返還させることができる。

　 一　事業の目的外に助成金を使用したとき

　 二　事業の実施において、不正な行為があると認められたとき

　 三　事業の実施について理事長の指示があった場合に、その指示に従わな

かったとき

（委任）

第 14 条　この要綱に定めるもののほか、助成金交付に必要な事項は別に理事長が定

める。

　　　附則

　この要綱は、昭和６２年５月１３日から施行する。

　　　附則

　この要綱の改正は、平成１４年５月２４日から施行する。

　　　附則

　この要綱の改正は、平成１５年６月６日から施行する。



（様式１）

平成　　年　　月　　日

　

　　財団法人　小佐野記念財団

　　　理事長　　　　　　　　　　殿

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　住所

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（団体の場合は所在地）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏名　　　　　　　　　　　　　印

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（団体の場合は団体名・代表者名）

小佐野記念財団助成金交付申請書

　　小佐野記念財団助成金交付要綱第６条の規定により、次のとおり助成金を交付

　されるよう、関係書類を添えて申請いたします。

記

１

助成金交付申請額 　金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円

２　添付資料

　　事業計画書（様式２）

　　収支予算書（様式３）



（様式２）

事　業　計　画　書

事　　業　　名

事　業　主　体

事　業　趣　旨

事　業　内　容

実　施　期　日 平成　　年　　月　　日　~　平成　　年　　月　　日

実　施　場　所

後　　援　　等

特　記　事　項



（様式３）

収　支　予　算　書

（単位：円）

収　入　の　部 支　出　の　部

項　　目 金　　額 項　　目 金　　額 内助成金

計



（様式４）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　文　　書　　番　　号

平成　　年　　月　　日

　

　　　　　　　　　　　　　　　　殿

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　財団法人　小佐野記念財団

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　理事長

小佐野記念財団助成金交付決定通知書

　　平成　　年　　月　　日付けで交付申請のあった小佐野記念財団助成金の交付

について、小佐野記念財団助成金交付要綱第８条の規定により、次のとおり交付

を決定したので通知します。

記

助成金交付額 　金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　円



（様式５）

平成　　年　　月　　日

　　財団法人　小佐野記念財団

　　理事長　　　　　　　　　　殿

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　住所

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（団体の場合は所在地）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏名　　　　　　　　　　　　　印

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（団体の場合は団体名・代表者名）

小佐野記念財団助成金概算払請求書

　　平成　　年　　月　　日付けで交付決定のあった小佐野記念財団助成金につい

て、小佐野記念財団助成金交付要綱第７条の規定により、次のとおり概算払いの請

求を行います。

記

１　概算払請求額　　　金　　　　　　　　　　　円

２　内訳

助成金交付決定額

（１）

既概算交付額

（２）

差　引　額

(1)-(2)=(3)

今回概算請求額

(4)

備考

３　概算払請求の理由

４　支払方法（口座振込）

口座名義 ※団体は団体名の口座とする。

振込口座 銀行　　　　　支店 普・当 NO



（様式６）

平成　　年　　月　　日

　財団法人　小佐野記念財団

　　理事長　　　　　　　　　　殿

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　住所

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（団体の場合は所在地）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　氏名　　　　　　　　　　　　　印

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（団体の場合は団体名・代表者名）

小佐野記念財団助成金実績報告書

　平成　　年　　月　　日付けで交付決定のあった小佐野記念財団助成金について、

小佐野記念財団交付要綱第１０条の規定により、別添のとおり関係書類を添えて実

績報告書を提出いたします。

記

（実績の概要）



（様式７）

実　　績　　報　　告　　書

実施期日 事　業　内　容 事　業　実　績 備　　考



（様式８）

収　支　決　算　書

（単位：円）

収　入　の　部 支　出　の　部

項　　目 金　　額 項　　目 金　　額 内助成金

計




